
                                                         

 議第３号 

 

 

学校給食の開設、変更及び廃止の届出書の様式に関する告示の一部 

を改正する告示について 

 

 

 学校給食の開設、変更及び廃止の届出書の様式に関する告示の一部を改正す

る告示を次のように定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

  令和３年３月２２日提出 

 

 

             岐阜県教育委員会 

 

                              教 育 長   安 福  正 寿 

 

 

 

  （提案理由） 

      県が定める手続について、原則として押印等を廃止する基本方針が決定

されたことを踏まえ、押印の義務付けを廃止する教育委員会告示の改正を

行う。 

 

 

 

 



 

 

 

＜根拠法令＞ 

 教育長に対する権限の委任等に関する規則 

 

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律

第百六十二号。以下「法」という。）第二十五条第一項の規定に基づ

き、教育委員会は、次に掲げる事項及び岐阜県教育委員会の権限に属

する事務の委任及び補助執行に関する規則（平成二十九年岐阜県教育

委員会規則第十五号。以下「委任等規則」という。）の規定により知

事の補助機関である職員に委任し、又は補助執行させる事務を除き、

その権限に属する教育事務を教育長に委任する。 

 一から十まで  略 

十一 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改

廃に関すること。 

十二から二十まで  略 

２  略 

 

 



学校給食の開設、変更及び廃止の届出書の様式に関する告示の一部を改正す

る告示の概要 

 

 
１ 概要 

   岐阜県ＤＸ推進本部員会議において、県が定める全ての行政手続につい

て、原則、押印等を廃止する基本方針が決定されたことを踏まえ、押印の

義務付けを廃止する教育委員会告示の改正を行う。 

 
２ 施行日  

令和３年４月１日 
 
３ 内容 

届出者への押印の義務付けを廃止（届出様式から「印」を削除） 
（第１号様式、第２号様式、第３号様式） 



                   
岐 阜 県 教 育 委 員 会 告 示 第   号 

 

学 校 給 食 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 文 部 省 令 第 二 十 四 号 ） 第 一 条 第 六 項 及 び 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に 基

づ き 、 学 校 給 食 の 開 設 、 変 更 及 び 廃 止 の 届 出 書 の 様 式 を 次 の よ う に 定 め 、 学 校 給 食 の 開 設 、 変 更 及 び 廃

止 の 届 出 書 の 様 式 に 関 す る 告 示 （ 昭 和 三 十 年 岐 阜 県 教 育 委 員 会 告 示 第 三 号 ） は 、 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

限 り 廃 止 す る 。 

 

  令 和 三 年 三 月  日 

                       岐 阜 県 教 育 委 員 会        

                   教 育 長 安 福 正 寿   

 

   学 校 給 食 の 開 設 、 変 更 及 び 廃 止 の 届 出 書 の 様 式 

 学 校 給 食 法 施 行 規 則 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 届 出 書 は 別 記 第 一 号 様 式 に 、 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 届

出 書 は 別 記 第 二 号 様 式 に 、 同 省 令 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 届 出 書 は 別 記 第 三 号 様 式 に よ る も の と す る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別記 

第１号様式 

（表） 

年  月  日   

   岐阜県教育委員会様 

設置者名          

学校給食開設届出書 

次のとおり学校給食を開設しますので、学校給食法施行令第１条の規定により届け出ます。 

１ 学 校 名 等 

(１) 
学 校 名 

 
(２) 
公
私

立 
(３) 
所在地 

 
(４) 
校長氏名 

 

２ 学校給食の実施人員、区分及び毎週の実施回数 

(５) 
学級数 

 
(６) 
在籍人員 

児童・生徒   人

教 職 員   人 

(７) 
給食の区分 

完  全
補 食
ミルク 

(８) 
毎 週 の
実施回数 

回 
(９) 
備考 

 

３ 学校給食の運営のための職員組織 

区 分 
(10) 
給 食 主 任 

(11) 
栄 養 士 

(12) 
調 理 員 

(13) 
そ の 他 

(14) 
備     考 

身 分     
 

氏 名 又 は
人 員 

  
人 人 

４ 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法 

経 費 区 分 
（月 額） 

(15)  負  担  区  分 
 (16) 

維 持 の 方 法 
設置者 保護者 その他 計 

給 食 費 
円 円 円 円 

 

光 熱 水 費     

人 件 費     

そ の 他     

計     

  (17) 
５ 学校給食の開設の時期     年   月   日 

  (18) 
６ 給食施設の図面 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

（裏） 

                                              

記入上の注意 

 

１ (２)公私立及び(７)給食の区分の各欄は、それぞれ該当の文字を○で囲むこと。 

２ (10)給食主任欄から(12)調理員欄までの身分は、教諭、栄養士等職名を記入し、非常勤職員を置く

場合は(13)その他欄に身分及び人員を、調理業務等を外部委託する場合は(14)備考欄に委託業者名を

それぞれ記入すること。 

３ (15)負担区分欄に記載されたもののほか、特に運営を維持するための方法がある場合は、(16)維持

の方法欄に具体的に記入すること。 

４ 共同調理場の場合は、(１)学校名欄に共同調理場名を、(４)校長氏名欄に所長氏名を、(９)備考欄

に対象学校名をそれぞれ記入すること。 

５ 共同調理場の対象学校については、(９)備考欄に共同調理場名を記入し、(11)栄養士欄から(13)そ

の他欄までの各欄は、記入を要しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                    年  月  日  

   
   

岐阜県教育委員会様 

   
   

                                                           設置者名         

   
   

学校給食変更届出書 

   
   

年 月 日付けの学校給食開設届出書の一部を次のとおり変更したいので、学校給食法施行

規則第１条第５項の規定により届け出ます。 

     
変 更 の 事 由 及 び 時 期 

 
区     分 

 

 
内            容 

 
 

学 校 名 又 は 
共同調理場名 

 

 

 
所    在    地 

 

  

 
変 更 の 事 項 

 

 

 

  
変 更 の 事 由 

 

 

 

 
変 更 の 時 期 

 

 

       年   月   日 

 

 

第２号様式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                    年  月  日  

   
   

岐阜県教育委員会様 

   
   

                                                             設置者名         

   
   

学校給食廃止届出書 

   
   

次のとおり学校給食を廃止したいので、学校給食法施行令第１条の規定により届け出ます。 

     
 

区     分 
 

 
内            容 

 
 

学 校 名 又 は 
共同調理場名 

 

 

 
所    在    地 

 

  

 
廃 止 の 事 由 

 

 

 

  
廃止の際における給

食施設及び設備の処

分方法 

 

 

 

  
廃止の際における学

校給食物資の処分方

法 

 

 

 

 
廃 止 の 時 期 

 

 

       年   月   日 

 

第３号様式  
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学
校
給
食
の
開
設
、
変
更
及
び
廃
止
の
届
出
書
の
様
式
（
昭
和
三
十
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号
）
新
旧
対
照
表 

 

新
告
示 

旧
告
示 

学
校
給
食
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号
）
第
一
条
第
六
項
及
び
第

二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
給
食
の
開
設
、
変
更
及
び
廃
止
の
届
出
書
の
様
式
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。 

学
校
給
食
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号
）
第
一
条
第
三
項
及
び
第

二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
き 

、
学
校
給
食
の
開
設
、
変
更
及
び
廃
止
の
届
出
書
の
様
式
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。 

学
校
給
食
の
開
設
、
変
更
及
び
廃
止
の
届
出
書
の
様
式 

学
校
給
食
の
開
設
、
変
更
及
び
廃
止
の
届
出
書
の
様
式 

学
校
給
食
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
は
別
記
第
一
号
様
式
に 

、
同

条
第
五
項
に
規
定
す
る
届
出
書
は
別
記
第
二
号
様
式
に 

、
同
省
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
届
出
書
は
別
記
第
三
号
様
式
に 
よ
る
も
の
と
す
る
。 

学
校
給
食
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
は
、
第
一
号
様
式
に 

 

、
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
は
、
第
二
号
様
式
に 

 

、 
 

 

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
届
出
書
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 
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別
記

 

第
一

号
様

式
 

                                

第
一

号
様

式
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 第
一

号
様

式
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第
二
号
様

式
 

第
二
号
様

式
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第
三
号
様

式
 

第
三
号
様

式
 

                                   

 

 
 

 

 


